
令和５年度事業報告書 
令和５年４⽉１⽇から令和６年３⽉３１⽇まで 

特定⾮営利活動法⼈茅ヶ崎ユニバーサルデザインスクエア 

１．事業の成果 

 令和４年度の事業を継承し、障害者、⽀援者、近隣住⺠、および専⾨家が出会う機会と、⾃分らしい⽣活を築

き、⽣きがいを持ち、社会参加を促す場所を提供することにより地域社会福祉の実現への努⼒を⾏った。 

 

２．事業内容 

１）NPO 会員状況  ・法⼈会員１、正会員３名、準会員９名、賛助会員４名 

２）地域活動⽀援センター楽庵 

〇利⽤状況 

・令和６年３⽉３１⽇の登録者数は３１名 

・令和５年度の年間サービス⽇数２５０⽇ 

・年間利⽤者数 ２１０９名 

・平均利⽤者数 ８．４⼈（平⽇のみの平均１０⼈弱） 

〇職員 

・常勤２⼈⾮常勤８⼈（⾔語聴覚⼠、看護師、ケアマネージャー、SE、鍼灸マッサージ師等在籍） 

〇活動内容 

 

<<地域拠点事業>> 
①基礎的な活動（地域拠点事業） 

・パソコンを使った作業（お話作り、ゲーム、調べもの等） 

・陶芸作業（ほぼ決まった⽅が毎⽇作陶。陶芸家の先⽣が３か⽉に⼀度程度、指導に来所） 

・畑作業（隔週⽉、毎週⽔、⾦曜午前に実施） 

・エコクラフト（希望者に当事者の⾼次脳機能障害の当事者ボランティアが指導） 



・各⾃の⾃由な創作活動など（リハビリにプラモデル作り、オリジナルノート作りなど） 

・毎週⽊、⾦曜⽇の午前中、英会話教室（⾼次脳機能障害当事者ボランティアの先⽣が指導） 

・週２〜３回、主に⾼次脳機能障害の⽅を対象とした認知リハ（⽉２回⽉曜の記憶、パズル、漢字練習の⼤⼈

数のグループリハ、毎週⽊曜の少⼈数の失語と就労⽀援、毎週⾦曜⽇の失語や記憶の為のグループリハ） 

・⽉に⼀度⼿芸教室（外部指導者に委託。令和５年度は左⽚⿇痺の⽅の為に左⼿⽤のはさみを⽤意） 

・⽉に⼀度茶道教室（外部指導者に委託。⾃分で作った茶碗を使う喜びの他、場所を変えて気分転換） 

・誕⽣⽇の利⽤者にはプレゼントを⽤意し、今年の抱負などを皆の前で語ってもらった。 

・毎⽇２回のラジオ体操と「ゆるタイム」を実施。（好きな⾳楽をリクエストしてもらい、その曲に合わせて体

を動かす時間を新たに設けた） 

・毎⽇の体温測定と希望者にはマッサージ、⽖切りの⼿伝いなど臨機応変に⾏った。 

・恒例の年に⼀度の家族⾯談を⾏い、困っていることや現在の状況などを詳しく話し合った。 

・利⽤者、家族、元利⽤者、元利⽤者の家族などからの相談に対応した。（家庭訪問等も含む） 

 

屋外リクリエーション 

 

・令和５年４⽉ 江の島ウオーク実施 

・５⽉ 県のともしび号を利⽤して利⽤者家族も含め猿島⾒学旅⾏ 

・１０⽉ 県のともしび号を利⽤して利⽤者家族及び地域の福祉活動家も富⼠サファリパーク旅⾏ 

 ・１１⽉ 柳島キャンプ場にて BBQ 

 ・１２⽉ 横浜中華街⾷べ放題ランチと⼭⼿散策 

 ・令和６年２⽉ 曽我梅園花⾒  

 ・３⽉⼤庭城址公園、親⽔公園花⾒ 

 

②地域交流事業 

 ・７回の茅作連の作品展⽰即売会 



 ・慶応義塾⼤学看護学⽣実習受け⼊れ 

 ・⾚い⽻根街頭募⾦、障害者週間街頭キャンペーン参加 

 ・松浪地区福祉ふれあい祭り参加 

 ・松浪ふれあいネットワーク交流会 

 ・茅ヶ崎社会共⽣フェス 

 ・理事⻑宅駐⾞場にて野菜と陶器の販売を６回 

 ・隣ビルの⼿芸店の⼿芸教室開催中に野菜を販売など 

 

③地域ネットワーク事業 

 市町村の福祉会館職員、障害者関係団体の代表者、地域の教育機関関係者、町内会等の代表者、商店会の代表

者、地域企業主の代表者、地域ボランティアの代表者、医療機関関係者、⺠⽣委員、障害福祉相談員、学識経験

者 等の協⼒を得て、ネットワーク会議を開催し関係機関と連携し、障害に対する理解を促進し、地域ボランテ

ィアとの共同を実現する努⼒をした。      ネットワーク会議実施回数 ８回 

 

<<フレキシブル事業>> 
◯専⾨職員配置事業    ⾔語聴覚⼠が⾼次脳機能障害の⽅の相談とリハビリを担当。 

看護師は通所者の健康相談と管理を⾏った。 

◯⼀時利⽤事業     通所者でない⽅を対象に相談及びエコクラフトの指導などを⾏った。 

◯休⽇開所事業     毎⽉２回⼟曜⽇ くっちゃぶる会 

（就労した⽅、⼈数の多い場所での活動に不都合な利⽤者、以前通所者で B 型就労に移っている⽅たちの希望に

より就労後の職場での悩みの相談や居場所として開所） 

 ◯ピアサポート事業    ⾼次脳機能障害のボランティア２名がエコクラフト、陶芸、英会話を指導しなが

ら話題を提供。困り感を分かち合う場所としても機能している。 

 

 



<<運営基盤安定事業>> 
事務・会計業務はひき続き、林公認会計事務所の指導とサポートを受けている。 

 

令和５年度１０⽉に新しい就業規則を⼤沢労務⼠事務所の指導で作成。労働基準監督署に届け出済。 

 

 

 

 

以上 

 


